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●はじめに 

今回の本試験も、〔第一問〕及び〔第二問〕ともに２題形式での出題であったが、各問ごとに配点が付されたこと

が特徴といえる。 

理論は、用語の意義をはじめ、全体的にはオーソドックスな個別事例問題であった。 

計算は問１と問２ともに原則課税での出題であり、両方とも納付税額まで算出する問題であったため例年通り解

答量の多さに苦しんだと思われる。また、非課税の判断及び軽減税率の判断において、難易度が高い箇所もあった

が、全体としては比較的平易ではあるため基礎論点でしっかり得点することが重要である。 

〔第一問〕及び〔第二問〕とも時間配分に留意し偏りのない解答を行えたかどうかが合否の鍵といえよう。 

 

Ｚ－73－Ｆ〔第一問〕解 答 
問１ －30点－ 

（1） 10 

課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供（注１）

を受けること（注２）をいう。 

(注１) 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。 

(注２) 他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課

税資産の譲渡等（消費税が免除されるものを除く。）に該当することとなるものに限る。 

 

上記「課税仕入れ」の意義の規定における他の者には、消費者である個人Ｂも含まれる。 

したがって、他の者である個人Ｂが事業として当該居住用家屋を譲り渡したとした場合に課税資産の譲渡等（消 

費税が免除されるものを除く。）に該当することから、Ａ社においては課税仕入れとなる。 

   なお、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととさ 

れるもの以外のものをいうため、居住用家屋の売買は課税資産の譲渡等に該当する。 

 

(2) 10 

居住用賃貸建物とは、非課税とされる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物（附属設備を含む。）以外 

の建物（高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に限る。）をいう。 

   また、高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産（以下「対象資産」という。）の区分に応じそれぞれの

金額が1,000万円以上のものをいう。 

  ① 対象資産（②を除く。） 

    一の取引単位に係る次の金額 

   イ 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100（軽減対象の場合は108分の100）に相当する金額 

   ロ 特定課税仕入れに係る支払対価の額 

   ハ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額 

  ② 自己建設資産（対象資産のうち自ら建設等をしたもの） 

    その建設等に要した原材料費及び経費（免税事業者又は簡易課税の適用を受ける課税期間中のものを除く。）で

上記①の金額の合計額 

 

    本問における個人Ｂから購入した家屋は、非課税とされる住宅の貸付けの用に供されるものであり、課税仕入 

れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額が、1,000万円以上（※）であるため、高額特定資産に該当し、 

居住用賃貸建物に該当する。 

※ 24,200,000円×100/110＝22,000,000円≧10,000,000円 

また、仕入税額控除の規定は、事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について 

は、適用しない。 

したがって、居住用家屋の売買はＡ社において仕入税額控除の対象とならない。  
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(3) 10 

Ａ社が個人Ｃに対して行う居住用家屋の貸付けは、貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所が国内にあ 

るため、国内取引に該当する。 

 なお、国内において行われる資産の譲渡等のうち、住宅の貸付け（契約で居住の用に供することが明らかな場合

（注）に限るものとし、貸付期間が１月未満の場合及び旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けの場合を除

く。）については非課税取引に該当する。 

（注）契約で用途が明らかにされていない場合に貸付け等の状況からみて居住の用に供されていることが明らか 

な場合を含む。 

 

したがって、Ａ社が個人Ｃに対して行う貸付期間１年間の居住用家屋の貸付けについて消費税は課されない。 

 

問２ －20点－  

(1) ７ 

課税期間特例選択届出書の効力は、提出日の属する期間の翌期間（注）の初日以後に生ずるものとする。 

（注) 提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の一定の期間である場合には、その期間 

この場合において、事業年度が３月を超える法人が３月ごとの期間に短縮・変更するときに区分される期間は、 

その事業年度をその開始の日以後３月ごとに区分した各期間（最後に３月未満の期間を生じたときは、その３月未満 

の期間）となる。 

Ｄ社は国内における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する期間において当該届出書を提出している 

ため、届出書の効力は令和４年11月１日から生じ、Ｄ社の設立第１事業年度の消費税の課税期間は、令和４年11月１ 

日から令和５年１月31日まで及び令和５年２月１日から令和５年３月31日までとなる。 

 

(2) ６ 

Ｅ社がＦ社に対し行う食材の販売は、国内において行う課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等を除く。以下同じ。） 

のうち、飲食料品（注１）の譲渡（注２）に該当するため、消費税の税率は6.24％となる。 

  （注１）食品表示法に規定する食品（酒税法に規定する酒類を除く。以下単に「食品」という。）をいい、食品と食

品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち一定の資産を含む。 

  （注２）次のものは含まない。 

   ① 飲食店業等を営む者が行う食事の提供（テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある

場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装

を施して行う譲渡は、含まないものとする。） 

   ② 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理等の役務を伴う一定の飲食料品の提供 

  なお、Ｅ社がＦ社に対し行う食材の販売は、上記①の食事の提供には該当しない。 

 

(3) ７ 

Ｇ社が行う売掛金債権及び貸付金債権の譲渡は、譲渡が行われる時における金銭債権に係る債権者の事務所等の所

在地が国内にあるため、国内取引に該当する。 

   また、当該売掛金債権及び貸付金債権いずれの譲渡も、国内において行われる資産の譲渡等のうち、有価証券に類

するもの（金銭債権）の譲渡であり、非課税取引に該当するため、消費税は課されない。 

   なお、課税売上割合の計算上、売掛金債権の譲渡は、資産の譲渡等を行った者がその資産の譲渡等の対価として取

得した金銭債権の譲渡に該当するため、資産の譲渡等の対価の額の合計額には含まれないが、貸付金債権の譲渡は、

資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権以外の金銭債権の譲渡に該当するため、譲渡対価の額の５％に相当する

金額が、資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれる。 
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▶合格ライン◀ 
〔第一問〕（理論） 

問１ 

（1）について 

  「課税仕入れ」の意義は正確に解答できてほしい。あわせて事例に対する結論を解答することがポイントとな 

る。他の者には消費者も含まれる旨を解答できているとより良いと考えられる。（基通11-1-3） 

（2）について 

  「居住用賃貸建物」の意義は正確に解答できてほしい。「居住用賃貸建物」の意義の規定上、高額特定資産の 

意義も解答することになる。用語の意義であるため、基本的には丁寧に柱を挙げるべきであるが、事例に合わ 

せて自己建設資産に係る部分などは解答できていなくても問題はないであろう。 

（3）について 

  「住宅の貸付け」の範囲を施行令部分に触れながら解答することとなるが、理論マスターどおり解答すれば足 

りる。 

 

問２ 

（1）について 

   課税期間の短縮に関する事例問題であった。具体的な日付で課税期間を解答し、効力の生ずる時期を明記す 

ることが大切である。 

（2）について 

「食事の提供」の意義は、規定を解答することは困難であるため、解答できていなくても合否に影響はないで

あろう。当該食材の販売は、飲食料品の譲渡であるため軽減税率が適用されることを明記すること。 

（3）について 

   金銭債権の譲渡に関する事例問題であった。直前期の問題で出題しているため、多くの受験生が解答できて 

いると考えられる。それぞれの債権の譲渡について、課税売上割合に算入する金額の違いを解答すること。 

 

問１ 

合格確実ラインは26点前後、ボーダーラインは24点前後、であると思われる。 

 

 問２ 

合格確実ラインは15点前後、ボーダーラインは13点前後、であると思われる。 

 

〔第一問〕としては、 

合格確実ラインは40点前後、ボーダーラインは37点前後、であると思われる。 
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Ｚ－73－Ｆ〔第二問〕解 答 
問１ －25点－ 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

【課税標準額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 7.8％ 

  自由調剤      市販薬     サ高住福祉 サ高住ｻｰﾋﾞｽ  化粧品        輸出物品販売場 車両売却   職員食事 

2,457,380１＋1,274,650１＋613,510＋643,220１＋(26,077,950－3,375,950)＋2,120,000＋318,250＝30,129,010 

30,129,010×  ＝27,390,009 → 27,390,000(千円未満切捨) 

(2) 6.24％ 

  栄養ドリンク サ高住食事 

851,970＋2,957,180＝3,809,150１ 

3,809,150×  ＝3,526,990 → 3,526,000(千円未満切捨) 

(3) (1)＋(2)＝30,916,000 金 

額 

 

30,916,000円 

【課税標準額に対する消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 7.8％ 

  27,390,000×7.8％＝2,136,420 

(2) 6.24％ 

  3,526,000×6.24％＝220,022  

(3) (1)＋(2)＝2,356,442 

金 

額 

 

１ 2,356,442円 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

【課税売上割合】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 課 税 

    標準     軽減     輸出物品販売場 

①  27,390,009＋3,526,990＋3,375,950１＝34,292,949 

    標準       化粧品                栄養ﾄﾞﾘﾝｸ 

 ② (102,460＋1,391,740)×  ＋67,080×  ＝1,420,474 

 ③ ①－②＝32,872,475 

(2) 非課税 

  保険調剤      介護事業      サ高住家賃   サ高住共益費 利息  ﾘｻｲｸﾙ預託金       株式売却 

312,170,820１＋277,144,500１＋14,822,700＋1,132,500＋839＋14,330×５％１＋4,764,800×５％＝605,510,315 

(3)            ＝               

 

 課税売上割合 
 

【仕入れに係る消費税額の計算方法の判定】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 課税期間における課税売上高 32,872,475 ≦ 500,000,000 

(2) 課税売上割合              ＝0.0514…＜95％ ∴ 按分必要 

 
判定結果 

□全額控除   ☑個別対応方式又は 
一括比例配分方式 

 いずれかに✓を付すこと 

100 
108 

100 
110 

100 
108 

100 
110 

32,872,475 円 

638,382,790 円 

32,872,475 

638,382,790 

(1) 

(1)＋(2) 

32,872,475 

638,382,790 
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【仕入れに係る消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 課税仕入れ等の区分 

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

  イ 課税仕入れ 

   (イ) 7.8％ 

エステ開発費   市販薬     化粧品        化粧品新聞   サ高住リース POSレジ   化粧品家賃 

2,035,000１＋902,465＋21,103,140＋1,092,836＋1,712,800＋396,517＋9,792,000＝37,034,758 

37,034,758×  ＝2,626,101 

   (ロ) 6.24％ 

栄養ﾄﾞﾘﾝｸ サ高住食材・入居者 サ高住食材・職員 

614,373＋3,244,824   ＋385,765＝4,244,962 

4,244,962×   ＝245,264１ 

   (ハ) (イ)＋(ロ)＝2,871,365 

   ロ 棚卸資産の調整 

(イ) 7.8％ 

市販薬     化粧品 

120,487＋1,835,625＝1,956,112 

1,956,112×  ＝138,706 

(ロ) 6.24％ 
栄養ﾄﾞﾘﾝｸ  

88,387×  ＝5,106 

(ハ) (イ)＋(ロ)＝143,812１ 

  ハ 仕入返還等 
    化粧品値引 

731,490×  ＝51,869 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

 イ 7.8％ 

   通所健診  通所ｶﾀﾛｸﾞ 通介リース   通所残存ﾘｰｽ   通所入浴 

247,300＋687,170＋1,422,400＋4,757,200１＋2,416,843＝9,530,913 

   9,530,913×  ＝675,828 

 ロ 6.24％ 
   通所食材 

20,515,634×  ＝1,185,347 

   ハ イ＋ロ＝1,861,175 

③ 共通して要するもの 

  イ 課税仕入れ 

   (イ) 7.8％ 

調剤仕入      慰安旅行    ホームページ 接待交際費  慶弔金    渡切        調剤システム 会計システム 

241,742,224１＋150,000１＋376,200＋(3,749,103－160,000－370,000)＋2,135,200＋2,663,200 

分包機修繕 調剤人材派遣   調剤家賃    その他の費用   損害賠償金  申立手数料 飲食       無菌設備 

＋318,461＋2,401,300１＋7,266,700＋(34,780,767－3,500,000－83,100－128,034)＋7,628,500１  

＝298,970,521 

     298,970,521×  ＝21,199,727 

                                             

7.8 
110 

6.24 
108 

7.8 
110 

7.8 
110 

6.24 
108 

7.8 
110 

6.24 
108 

7.8 
110 
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【仕入れに係る消費税額】（続き） 

計     算     過     程             （単位：円） 

   (ロ) 6.24％ 

その他飲食 

128,034×  ＝7,397１ 

   (ハ) (イ)＋(ロ)＝21,207,124 

   ロ 棚卸資産の調整 
調剤 

14,052,951×  ＝996,481１ 

  ハ 仕入返還等 
調剤値引き 

1,267,085×  ＝89,847 

④ 合 計 

   イ 課税仕入れ 

   (イ) 7.8％ 

      37,034,758＋9,530,913＋298,970,521＝345,536,192 

      345,536,192×  ＝24,501,657 

   (ロ) 6.24％ 

      4,244,962＋20,515,634＋128,034＝24,888,630 

24,888,630×  ＝1,438,009 

   (ハ) (イ)＋(ロ)＝25,939,666 

   ロ 棚卸資産の調整 

(イ) 7.8％ 

1,956,112＋14,052,951＝16,009,063 

16,009,063×  ＝1,135,188 

(ロ) 6.24％ 

88,387×  ＝5,106 

(ハ) (イ)＋(ロ)＝1,140,294 

   ハ 仕入返還等 

     731,490＋1,267,085＝1,998,575 

1,998,575×  ＝141,717 

(2) 個別対応方式 (計算パターン１) 

  (2,871,365＋143,812－51,869)＋(21,207,124＋996,481)× －89,847×  

＝4,102,020 

(3) 一括比例配分方式 

  (25,939,666＋1,140,294)× －141,717× ＝1,387,141  

(4) 判  定 

  (2)＞(3)  ∴ 4,102,020 
金 

額 

 

１ 4,102,020円 

 

 

 

 

 

32,872,475 

638,382,790 

32,872,475 

638,382,790 

32,872,475 

638,382,790 

32,872,475 

638,382,790 

7.8 
110 

6.24 
108 

7.8 
110 

6.24 
108 

7.8 
110 

7.8 
110 

7.8 
110 

6.24 
108 
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【売上げに係る対価の返還等に係る消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 7.8％ 

  市販薬   化粧品 

102,460＋1,391,740＝1,494,200 

1,494,200×  ＝105,952 

(2) 6.24％ 

  栄養ドリンク 

67,080×  ＝3,875 

(3) (1)＋(2)＝109,827 
金 

額 

 

１ 109,827円 

【貸倒れに係る消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

自由調剤 化粧品 

18,370＋32,570＝50,940 

50,940×  ＝3,612 

 

金 

額 

 

１ 3,612円 

【控除税額小計】 

計     算     過     程             （単位：円） 

仕入           売返       貸倒        

4,102,020＋109,827＋3,612＝4,215,459 

 
金 

額 

 

 4,215,459円 

Ⅲ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

【差引税額又は控除不足還付税額の計算】 

計     算     過     程             （単位：円） 

               課標消 

4,215,459－2,356,442＝1,859,017(控除不足還付税額) 

 
金 

額 

 

１ 1,859,017円 

Ⅳ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

【納付税額又は中間納付還付税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

前期が免税事業者であり、前期納税実績がないため適用なし。 

 金 

額 

 

１ 0円 

6.24 
108 

7.8 
110 

7.8 
110 
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問２ －25点－ 

Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算 

【課税標準額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

ビルA店家賃  ビルA事家賃  店舗駐車場 居住駐車場  原状回復   Dビル売却      Dビル土地     

4,316,400＋6,493,519＋323,400＋485,100１＋86,800１＋(362,603,000－142,879,000) 

Eアパート      Eアパート土地    売買手数料      管理手数料 

＋(246,991,000－108,695,900)＋18,542,870１＋8,055,930＝396,323,119 

396,323,119×  ＝360,293,744 → 360,293,000(千円未満切捨) 

 

 

金 

額 

 

１ 360,293,000円 

 

【課税標準額に対する消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

360,293,000×7.8％＝28,102,854 

 

金 

額 

 

28,102,854円 

Ⅱ 仕入れに係る消費税額の計算等 

【課税売上割合】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 課 税 

  360,293,744 

(2) 非課税 

  ビルA居家賃  マンB社宅   マンB居住用  マンB保証金居住       Dビル土地      Eアパート土地  F土地  

5,078,000＋7,479,000＋6,455,000＋1,440,000×50％１＋142,879,000＋108,695,900＋401,629,000 

預金利息 収益分配金 貸付利息 

＋87,961＋186,500＋219,147＝673,429,508 

 
          収益分配金 貸付利息  家具FOB   リースFOB 

(3)                                    ＝                 

 

 

 

課税売上割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
110 

360,926,951 円 

1,033,950,812 円 

360,926,951 

1,033,950,812 

(1)＋186,500＋219,147＋129,740＋97,820 

(1)＋(2) ＋129,740＋97,820 

 
収益分配金・貸付利息を 

分子に計上している１ 

家具FOB・リースFOBを 

分子分母に計上している１ 
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【仕入れに係る消費税額の計算方法の判定】 

計     算     過     程             （単位：円） 

   

(1) 課税期間における課税売上高  360,293,744×    ＝480,391,658 ≦ 500,000,000１ 

 

(2) 課税売上割合                   ＝0.3490… ＜95％ １ ∴ 按分必要 

 

 

判定結果 

□全額控除   ☑個別対応方式又は 

一括比例配分方式 

 いずれかに✓を付すこと 

個別対応方式又は一括比例配分方式に☑を付している１ 

 

【仕入れに係る消費税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 課税仕入れ等の区分 

 ① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

ビルA店舗   ビルA事務所  コンC家具 コンCﾘｰｽ   Eアパート     Eアパート着手    その他仲介  その他管理   その他  

1,826,310＋3,268,900＋96,470＋63,140１＋(37,950,500＋50,000,000)１＋9,022,680＋2,163,480＋2,367,770 

  ＝106,759,250 

   106,759,250×  ＝7,570,201 

② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

ビルA居住用  マンB維持管理 F土地測量 その他 

3,491,160＋1,860,714＋94,820＋249,820＝5,696,514１ 

5,696,514×  ＝403,934 

 ③ 共通して要するもの 

ビルA全体    その他       資本G 

2,420,519＋6,759,680＋1,339,110１＝10,519,309 

10,519,309×  ＝745,914 

 ④ 合 計 

106,759,250＋5,696,514＋10,519,309＝122,975,073 

   122,975,073×  ＝8,720,050 

(2) 個別対応方式 

  7,570,201＋745,914× ＝7,830,581 

(3) 一括比例配分方式 

  8,720,050× ＝3,043,956 

(4) 判  定 

  (2)＞(3)  ∴ 7,830,581 

(5) 居住用賃貸建物の制限 

マンB  

136,783,460×  ＝124,348,600 ≧ 10,000,000 居住用賃貸建物に該当するため、仕入税額控除の適用なし 

                                                                                               １ 

 
金 

額 

 

１ 7,830,581円 

  

100 
110 

360,926,951 

1,033,950,812 

360,926,951 

1,033,950,812 

7.8 
110 

7.8 
110 

7.8 
110 

7.8 
110 

360,926,951 

1,033,950,812 

12 
9 
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【仕入れに係る消費税額の調整】 

計     算     過     程             （単位：円） 

(1) 調整対象固定資産の判定 

ビルA 

205,633,120× ＝186,939,200 ≧ 1,000,000 ∴ 該当する１ 

(2) 著しい変動 

① 仕入れ時の課税売上割合 

イ 課税資産の譲渡等の対価の額 

396,325,963 ≦ 500,000,000 

ロ 資産の譲渡等の対価の額 

416,922,055 

 

ハ     ＝0.9505… ≧95％ ∴ 全額控除 

② 通算課税売上割合 

イ 課税資産の譲渡等の対価の額 

396,325,963＋168,162,961＋319,652,693＋360,926,951＝1,245,068,568 
 

ロ  資産の譲渡等の対価の額 

416,922,055＋228,339,671＋951,304,688＋1,033,950,812＝2,630,517,226 

ハ      ＝0.4733… 

 

③ 著しい変動の判定 

イ  変動差 

①－②＝0.4772… ≧ ５％ 

ロ  変動率 

      ＝0.5020… ≧ 50％     ∴ 著しい変動（減少）に該当する 

④ 調整税額 

イ  調整対象基準税額（ビルＡ） 

205,633,120×    ＝14,581,257 
 

ロ  調整税額 

(ｲ) 仕入れ時の控除税額 

14,581,257１ 

(ﾛ) 通算課税売上割合による控除税額 
 

14,581,257×          ＝6,901,557 
 

(ﾊ) 調整税額 

(ｲ)－(ﾛ)＝7,679,700（減算） 

(3) 調整後の仕入れに係る消費税額 

  7,830,581－7,679,700＝150,881 

調整税額 １ 7,679,700円 

調整後の仕入れに係る消費税額 １ 150,881円 

 

 

 

 

 

 

100 
110 

イ 
ロ 

イ 
ロ 

7.8 
110 

1,245,068,568 
2,630,517,226 

③イ 
① 

変動差と変動率の判定１ 
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Ⅲ 差引税額又は控除不足還付税額の計算 

【差引税額又は控除不足還付税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

課標消          仕入     

28,102,854－150,881＝27,951,973 → 27,951,900(百円未満切捨) 

 
金 

額 

 

27,951,900円 

Ⅳ 中間納付税額の計算 

計     算     過     程             （単位：円） 

〔一月中間申告の要否の判定〕 

 ⑴ １月～４月 

   ＝427,800 ≦ 4,000,000 ∴ 適用なし１ 

⑵ ５月～８月 

 ＝405,266 ≦ 4,000,000 ∴ 適用なし 

 

〔三月中間申告の要否の判定〕 

⑴ １月～３月 

   ×３ ＝1,283,400 ＞ 1,000,000 ∴ 適用あり 

⑵ ４月～６月 

 ×３＝1,215,799 ＞ 1,000,000 ∴ 適用あり 

 

〔六月中間申告の要否の判定〕 

 三月中間申告の適用を受けるため、適用なし。１ 

 

〔中間納付税額〕 

 1,283,400(百円未満切捨)＋1,215,700(百円未満切捨)＝2,499,100 

 

 金 

額 

 

１ 2,499,100円 

Ⅴ 納付税額又は中間納付還付税額の計算 

【納付税額又は中間納付還付税額】 

計     算     過     程             （単位：円） 

差引     中間 

27,951,900－2,499,100＝25,452,800 

 
金 

額 

 

１ 25,452,800円 

 

  

4,863,200 
12 

5,133,600 
12 

4,863,200 
12 

5,133,600 
12 
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▶解答への道◀ 
問１ 

調剤薬局、介護事業、サービス付き高齢者住宅（以下「サ高住」という。）の運営、化粧品の販売業と多種多様な事

業を営んでいる法人の出題であることから、売上げ、仕入れともに取引分類、課税仕入れ等の区分及び適用税率につ

いて、難易度の高い判断を要求される問題であった。 

１ 課税標準額 

⑴ 自由調剤に係る調剤薬品等、市販薬などの売上高（標準税率・軽減税率） 

社会保険医療等以外の医薬品の販売又は医療用具の販売等は、課税取引となる。よって、自由調剤に係る調

剤薬品等の売上高や市販薬等の売上高は、課税売上げとなり、標準税率が適用される。 

しかし、栄養ドリンク・健康食品の売上高については、飲食料品の譲渡に該当するため、軽減税率が適用さ

れる。 

⑵ サ高住収入（福祉用具の貸与、サポートサービス、食事の提供）（標準税率・軽減税率） 

サ高住における福祉用具の貸与、サポートサービス及び食事の提供は介護保険法に基づく居宅サービス等に

該当する資産の譲渡等に該当しないため、課税資産の譲渡等に該当する。 

なお、サ高住における食事の提供は、有料老人ホームを設置、運営する者がその入居者に対して行うもので

あり、一定の金額要件を満たすことから、軽減税率が適用される。 

ただし、サ高住における職員への食事の提供は軽減税率の適用とならず、標準税率が適用される。 

また、当該福祉用具の貸与が身体障害者用物品の貸付けに該当する場合には、非課税売上げとなる。 

 

２ 課税売上割合 

⑴ 免税売上げ 

① 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡（法８） 

納税地の所轄税務署長から輸出物品販売場の許可を受けた課税事業者が、免税購入対象者に対して免税対

象物品を所定の手続きにしたがって譲渡した場合には、その物品の譲渡については、消費税は免除される。 

⑵ 非課税売上げ 

① 保険調剤に係る調剤薬品等の売上高（法６①、別表第一・六） 

保険調剤に係る調剤薬品等の売上高は、健康保険法等に規定する療養、医療等としての資産の譲渡等に該

当し、非課税売上げとなる。 

② 介護事業収入（法６①、別表第一・七イ、基通6-7-2⑵） 

介護保険法に基づく居宅サービス等に該当する資産の譲渡等は非課税売上げとなる。 

なお、介護保険の給付の対象から除かれる食事の提供やおむつ代についても上記の資産の譲渡等に含まれ、

非課税売上げとなる。 

③ サ高住収入（家賃・共益費）（法６①、別表第一・十三） 

住宅の貸付け（契約で居住の用に供することが明らかな場合に限るものとし、貸付期間が１月未満の場合

等を除く。）に該当し、非課税売上げとなる。 

④ 自動車リサイクル法に係る預託金の譲渡（法６①、別表第一・二、令48⑤） 

車両の譲渡に伴うリサイクル預託金の譲渡は、有価証券に類するもの（金銭債権）の譲渡に該当し、非課

税売上げに該当する。また、当該預託金の譲渡は、資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権以外の金銭

債権の譲渡に該当するため、その譲渡金額の５％相当額が課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額

に算入される。 

 

３ 控除対象仕入税額（課税仕入れ等の区分） 

⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

① オーガニック化粧品の市場調査等の支出（繰延資産）（基通11-3-4） 

創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の

属する課税期間において仕入税額控除が適用される。 

なお、問題文の冒頭に課税仕入れの資料があったため、答案用紙への転記もれに注意が必要である。 



  

- 13 - 

＜ＴＡＣ＞税23  この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。 
 

② 市販薬、栄養ドリンク・健康食品、化粧品の仕入れ（標準税率・軽減税率） 

いずれも課税仕入れに該当し、そのうち栄養ドリンク・健康食品については、軽減税率が適用される。 

③ サ高住に係る食材の仕入れ（軽減税率） 

課税仕入れに該当し、食材（飲食料品）であるため、軽減税率が適用される。 

サ高住における食事の提供の相手方によって、その収入は適用税率が異なるが、その収入に対応する課税

仕入れ等の区分が変わることはない。 

④ 棚卸資産の調整（標準税率・軽減税率） 

前課税期間が免税事業者に該当し、当課税期間は課税事業者であり、かつ、原則課税が適用されるため、

期首棚卸高のうち、課税仕入れに該当するものは、棚卸資産の調整の適用がある。 

なお、栄養ドリンク・健康食品の仕入れについては、軽減税率が適用される。 

⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

① 通所介護施設に係る食材の仕入れ（軽減税率） 

課税仕入れに該当し、食材の仕入れであるため、軽減税率が適用される。 

通所介護施設における食事の提供は、非課税売上げに該当するため、その他の資産の譲渡等にのみ要する

ものに区分される。サ高住における食事の提供との対応関係の違いに注意が必要である。 

② その他通所介護施設に係る課税仕入れ（標準税率） 

課税仕入れに該当するものは、通所介護施設における売上げが非課税売上げであるため、その他の資産の

譲渡等にのみ要するものに区分される。 

なお、特殊車両のリース契約の解除に伴って支払った残存リース料は、支払った課税期間における課税仕

入れに該当する。 

⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの 

① 調剤薬品等の仕入れ 

調剤薬品等の仕入れは、課税仕入れに該当する。 

基本的に保険調剤の売上げ（非課税売上げ）に対応することが中心であると考えられるが、実際には仕入

れの時点で保険調剤用と自由調剤用とに区分することは、困難であるため、共通課税仕入れとして区分する。 

また、上記仕入れに係る仕入返還等の区分にも注意が必要である。 

② 渡切交際費（費途不明の交際費等）（基通11-2-23） 

事業者が交際費、機密費等の名義をもって支出した金額で、その費途が明らかでないものについては、税

額控除の適用を受けることはできない。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リースのリース料（仕入税額控除の時期） 

所有権移転外リース取引については、資産の譲渡として取り扱われ、消費税の仕入税額控除の時期は、課

税仕入れを行った日の属する課税期間において控除（以下「一括控除」という。）するのが原則であり、所有

権移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の

属する課税期間において一括控除をすることとなる。 

しかしながら、事業者の経理実務を考慮して消費税の仕入税額控除の時期については、会計基準に基づい

た経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控

除を行っても差し支えないこととされている。 

この取扱いは、賃貸借処理している移転外リース取引に係る賃借人における仕入税額控除の時期について、

分割控除して差し支えないとするものであり、次に掲げるような場合のリース期間の２年目以降の課税期間

については、その課税期間に支払うべきリース料について仕入税額控除することが認められている。 

イ リース期間の初年度において簡易課税制度を適用したが、リース期間の２年目以降は原則課税に移行

した場合 

ロ リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の２年目以降は課税事業者となっ

た場合 

本問においては、前課税期間以前においては免税事業者に該当していたが、当課税期間は課税事業者にな

っているため、上記ロの取扱いを受ける。 

したがって、当課税期間に支払ったリース料について仕入税額控除を適用する。 



  

- 14 - 

＜ＴＡＣ＞税23  この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。 
 

④ 所有権移転外ファイナンス・リースについて賃借人が分割控除している場合の残存リース料 

所有権移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、賃借人が賃貸借処理をしている

場合には、分割控除を行っても差し支えないこととされている。（上記③参照） 

分割控除により仕入税額控除を行っている移転外リース取引が解約された場合、解約以降は賃貸借処理が

されなくなることから、分割控除による仕入税額控除は認められない。しかしながら、残存リース料は、そ

もそもリース資産の譲受け対価を構成し、当然に仕入税額控除の対象となるべきものであるため、当該残存

リース料は解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となる。 

⑤ 調剤薬局で使用するシステム利用料等（賃借料、修繕費） 

調剤薬局の請求業務システム利用料、分包機の修理費用は、調剤薬局において生ずる売上げに対応するも

のであるため、共通課税仕入れに該当する。 

⑥ 派遣会社に支払った派遣料及び関連会社に支払った出向料（基通11-1-2、5-5-10、5-5-11） 

労働者の派遣に伴い派遣会社に支払った派遣料は、課税仕入れに該当するが、関連会社に支払った出向料

は、給与等と同様に取り扱い、課税仕入れとならない。 

⑦ 調剤過誤により支払った損害賠償事案に係る弁護士費用（基通11-2-16） 

弁護士費用は資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れに該当し、課税資産の譲渡等とその他の

資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れに該当する。 

なお、弁護士による立替によって裁判所に納付した申立手数料は、国等が行う役務の提供の対価でその料

金の徴収が法令に基づくものであるため非課税となり、課税仕入れに該当しない。 

⑧ 調剤薬局で使用する無菌調剤室の設備の取得 

調剤薬局で使用する無菌調剤室の設備の取得は、上記⑤と同様、調剤薬局において生ずる売上げに対応す

るものであるため、共通課税仕入れに該当する。 

資産の取得について、国庫補助金収入に伴い圧縮記帳をしているが、圧縮記帳後の金額（取得金額と補助

金収入との差額）を課税仕入れに係る支払対価の額とするのではなく、取得金額そのものを課税仕入れに係

る支払対価の額として仕入税額控除を適用する。 

 

４ 売上げに係る対価の返還等に係る消費税額 

売上値引のうち、栄養ドリンク・健康食品の売上げに係るものについては軽減税率を適用し、これら以外の売

上げに係るものは標準税率が適用される。 

 

５ 貸倒れに係る消費税額 

保険調剤売上げに係る貸倒れは、非課税売上げに係る貸倒れであるため、税額控除は適用されず、自由調剤売

上げ及び化粧品売上げに係る貸倒れは、当課税期間に係る課税売上げに係る貸倒れであるため、税額控除が適用

される。 

 

６ その他（不課税取引など） 

⑴ 青空駐車場の地代 

駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、課税取引となる。 

したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、

建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、課税取引となる。 

本問においては、当該駐車場に地面の整備やフェンス、区画、建物の設置等は一切されておらず、また、駐

車する車両の管理もされていないため、施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当しない。よって土地

（更地）の貸付けとして非課税となることから、甲社において国内課税仕入れに該当しない。 

なお、土地の貸付期間が明記されていないことから、課税取引になる可能性は否定できないが、通所介護施

設職員用の駐車場であるため、一時的な貸付けとなる可能性は低い。 

⑵ 利子補給金 

利子補給金は、借入金利息の補填として地方自治体などから給付を受けるものであるため、対価性のない収

入として、資産の譲渡等の対価に該当しないため、不課税取引となる。 
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⑶ 調剤過誤により支払った損害賠償金（基通5-2-5） 

心身または資産に対して加えられた損害の発生に伴う損害賠償金については、資産の譲渡等の対価に該当し

ないため、不課税取引となる。 

⑷ 国庫補助金収入 

対価性のない収入として、資産の譲渡等の対価に該当しないため、不課税取引となる。 

 

 

問２ 

不動産業（賃貸・販売・仲介等）を営む法人の原則課税での出題であった。資料は比較的シンプルであるが、問１と

同様に、取引分類に判断を要する論点が多い問題であった。 

また、調整対象固定資産に関する仕入税額の調整が出題されていたため、その分の時間配分が難しかったと思われる。 

１ 課税標準額 

⑴ 不動産賃貸業 

① ビルＡ（保証金から差し引く原状回復工事費用） 

建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回

復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当する。 

したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となり、課税資産の譲渡

等に該当する。 

② マンションＢ（返還を要しない預り保証金） 

保証金のうち、期間の経過等により返還を要しないこととなる部分の金額は、その要しないこととなった

日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価となる。  

⑵ 不動産販売事業 

① Ｄビル及びＥアパートの譲渡（土地及び建物の譲渡） 

課税資産と非課税資産の一括販売を行った場合には、その建物部分の収入金額は課税売上げとなり、土地

部分の収入金額は非課税売上げとなる。 

なお、Ｅアパートについては、棚卸資産として取得（新築）した建物であり、販売用であることから、居

住用賃貸建物には該当しないものと考えられる。 

⑶ その他の事業収入 

不動産売買に係る仲介手数料及び不動産管理の代行手数料を対価とする役務の提供は、課税取引となる。 

 

２ 課税期間における課税売上高・課税売上割合 

⑴ 課税売上高の計算方法（法30⑥、基通11-5-10） 

課税期間における課税売上高が５億円を超えるかどうかの判定は、その課税期間が１年未満の場合には、そ

の課税期間の課税売上高をその課税期間の月数で除し、12を乗じて計算した金額により行うことに留意する。 

なお、課税売上割合の計算については、年換算前の課税売上高により行うことにも留意する。 

⑵ 非課税売上高 

① 不動産賃貸事業収入（法６①、別表第一・十三） 

非課税となる「住宅の貸付け」に該当するか否かは、原則として契約書上の様態により判断する。 

また、契約による貸付期間はいずれも１月以上であり、旅館業法に規定する「旅館業に係る施設の貸付け」

に該当するものはないため、居住用としての建物の貸付けは、すべて非課税売上げとなる。 

イ ビルＡ（居住用貸付、大使館員から収受した家賃・共益費） 

居住用の不動産賃貸は非課税取引に該当する。 

なお、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税（措法86①）」は、課税資産の譲渡等に限定さ

れているため、非課税取引である住宅の貸付けには適用されない。 

また、不動産の譲渡及び貸付けは輸出取引等に該当しないため、非課税資産の輸出にも当たらない。 
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② 不動産販売事業収入（法６①、別表第一・一） 

イ Ｄビル及びＥアパートの譲渡（土地及び建物の譲渡） 

土地付建物の売却に係る取扱いに関する考え方は、課税標準の取扱いの場合と同様であるため、上記内

容（上記１⑵①）を参照のこと。 

ロ Ｆ土地の譲渡 

土地の譲渡に該当するため、非課税売上げとなる。 

③ 利息収入（法６①、別表第一・三） 

金銭の貸付け等に係る事務所等の所在地は、問題文よりＸ社の本社所在地であることから、国内取引に該

当する。また、預金利息、証券投資信託の収益分配金、貸付金利息のいずれも金銭の貸付けによる対価であ

ることから、国内における資産の譲渡等のうち、利子を対価とする金銭の貸付けに該当し、非課税売上げと

なる。 

⑶ 非課税資産の輸出等 

① 非課税資産の輸出（法31①、令17③） 

国外の信託銀行が発行する証券投資信託の収益分配金及びコンドミニアムＣの所有者に対する貸付金利息

は、いずれも国内における非課税資産の譲渡等のうち、利子を対価とする金銭の貸付け等でその債務者が非

居住者であるものに該当するため、非課税資産の輸出の適用を受ける。 

② 資産の国外移送（法31②） 

国外に所在するコンドミニアムＣで使用するための家具調度品及びセキュリティ機器の輸出は、国外にお

ける自己の使用のため資産を輸出しているため、資産の国外移送の適用を受ける。 

なお、当該規定は、当該資産が購入によるものか賃貸借によるものかは関係なく適用される。 

 

３ 控除対象仕入税額（課税仕入れ等の区分） 

⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの 

① 不動産賃貸事業に係る支出 

イ ビルＡに係るもの 

店舗用の賃貸に係るもの及び事務所用の賃貸に係るものが該当する。 

ロ コンドミニアムＣに係るもの 

資産の国外移送の適用を受けるため、家具調度品の国内での購入費用及びセキュリティ機器のリース料

が該当する。 

② 不動産販売事業に係る支出 

Ｅアパートの取得に係るものとして当課税期間に支出した建築費用の残金部分が該当する。 

さらに前期（第７期）に支払った着手金部分は当課税期間にＥアパートの完成引渡しを受けていることか

ら、当課税期間の課税仕入れとして課税仕入れに係る支払対価の額に含める。 

③ その他の不動産事業に係る支出 

不動産売買の仲介業務に係るもの及び不動産管理の代行業務に係るもののいずれも該当する。 

④ その他の支出 

ビルＡの原状回復工事に要する課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。なお、当

該金額は不動産賃貸事業に係る支出に関する資料において、その他の支出の金額に含まれている旨の問題指

示があるため、特段の処理は不要である。 

⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの 

① 不動産賃貸事業に係る支出 

イ ビルＡに係るもの 

居住用の賃貸に係るものが該当する。 

ロ マンションＢに係るもの 

維持管理に係るものが該当する。 

なお、マンションＢの取得は当課税期間における課税仕入れに該当するが、当該マンションは居住用賃

貸建物に該当するため、その課税仕入れ等の税額について仕入税額控除の適用はない。 
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第６期 

 

第５期 

 

第７期 

 

仕入れ等の課税期間 

当期 第８期 

 

仕入れ等の課税期間の開始の日（R02.7/1）から３年を経過する日【R05.6/30】 

 

課 

 

課 

 

課 

 ×

通算課税期間（４課税期間） 

第３年度の課税期間 

課 

 

⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの 

① 不動産賃貸事業に係る支出 

イ ビルＡに係るもの 

賃貸事業全体に係るものが該当する。 

② 固定資産の取得の状況 

資本的支出Ｇは、ビルＡの４階（Ｘ社の本社事務所の一部）に設置したスタジオへの改装であること、売

上げに係る対応関係が明確ではないこと、これらのことから共通課税仕入れに区分することとなる。 

 

４ 調整対象固定資産に係る仕入税額の調整（課税売上割合の著しい変動） 

⑴ 適用関係 

R02                     R03          R04                     R05                 R05 
      7/1                     7/1          1/1                     1/1                10/1 

 

 R02 

    9/13 

     ビルＡ･･･調整対象固定資産                           保有 

     

           

 

                     

 

 

 

 

⑵ 課税売上割合の著しい変動（法33） 

以下の要件をすべて満たす場合に調整を行う。 

イ 課税事業者が調整対象固定資産（税抜き100万円以上）の課税仕入れ等を行っていること 

ロ 仕入れ等の課税期間において比例配分法により税額控除を行っていること 

（全額税額控除された場合を含む） 

ハ 第３年度の課税期間（当期）の末日において保有していること 

ニ 課税売上割合が著しく変動（変動差≧５％かつ変動率≧50％）していること 

⑶ ビルＡ（調整対象固定資産） 

  ビルＡは、税抜金額が100万円以上であるため、調整対象固定資産に該当する。取得日が令和２年10月１日前

であるため、居住用賃貸建物に該当しない。 

⑷ 仕入れ等の課税期間における控除対象仕入税額の計算方法 

  仕入れ等の課税期間（第５期）において課税期間における課税売上高が５億円以下であり、かつ、課税売上

割合が95％以上であるため、仕入税額控除は全額控除が適用されていた。したがって、第５期においては比例

配分法により計算している場合と同様に取り扱う。 

⑸ 第３年度の課税期間 

第３年度の課税期間とは仕入れ等の課税期間の開始の日から３年を経過する日の属する課税期間をいう。 

したがって仕入れ等の課税期間や前期又は前々期が１年未満である場合は、第３年度の課税期間は翌々々期

となることに注意が必要である。 

⑹ 仕入れ時の課税売上割合及び通算課税売上割合の計算 

通算課税期間（仕入れ等の課税期間から第３年度の課税期間）中に非課税資産の輸出、資産の国外移送の適

用があった場合には、仕入れ等の課税期間の課税売上割合及び通算課税売上割合の計算に含める。 

本問においては、当課税期間に非課税資産の輸出及び資産の国外移送の適用があるため、通算課税売上割合

の計算に含める。  

 

仕入時 

の要件 

当 期 

の要件 



  

- 18 - 

＜ＴＡＣ＞税23  この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。 
 

５ 中間納付税額 

修正申告や減額更正処分により、直前の課税期間の確定消費税額が増減した場合には、各中間申告対象期間の

末日（一月中間申告対象期間にあっては、確定日）までに確定した税額を基準として判定することとなる。 

なお、本問については、令和５年３月27日に更正の請求書を提出し、令和５年５月10日（更正処分日）に更正

処分を受けている。この場合、直前の課税期間の確定消費税額を減額することとなるが、当該減額が確定したの

は令和５年５月10日であるため、令和５年５月分から減額後の確定消費税額（差引税額）を基準として中間納付

税額を計算する。 

また、更正の請求書に記載された差引税額が、減額更正により還付を受けた税額ではないことに注意する。 

 

 

 
               
               

    減少     

一月中間申告 × × × × × × × ×   

三月中間申告 ○ ○   

六月中間申告 ×   

 

 

６ その他（不課税取引など） 

⑴ ビルＡに係る中途解約の違約金（基通5−2−5、5−5−2） 

建物の賃貸借契約の中途において解約された場合に受け取る違約金は、賃貸料の逸失利益に対する補填とし

ての損害賠償金の性格を有するものであるため、資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となる。 

⑵ コンドミニアムＣの貸付け 

国外における不動産の貸付けは、貸付けの時における資産の所在場所が国内ではないため、国内取引に該当

しない。 

Ｘ社において、現地に短期滞在する日本人への貸付けは不課税売上げとなり、当該コンドミニアムＣの所有

者（非居住者）からの借り受けは国内における課税仕入れに該当しない。 

 

 

 

  

更正前 更正後
R05 
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1  

 
10/1 
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▶合格ライン◀ 
〔第二問〕（計算） 

「法人の原則課税」の総合問題が２題出題された。 

問１と問２いずれに時間をかけるべきか、例年通り時間配分に苦慮したと思われる。 

ボリュームは多いため問１又は問２の一方に偏り過ぎず、満遍なく解答時間を配分することが重要なポイントと

なる。 

 

問１ 

調剤薬局、通所介護施設等を運営する法人の問題であった。 

保険診療や介護に係る非課税の判断、サ高住における食事の提供に係る適用税率の判断は難しい。 

なお、調剤薬局の請求業務システム使用料は、保険調剤のみ生じる診療報酬明細書を請求するためのシステムと

もとれるため、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに区分することも考えられる。 

しかし、指示が丁寧に示されている問題にもかかわらず、この部分は特段指示がないため、その他の資産の譲渡

等にのみ要するものと判断することは厳しいと考え、共通対応としている。 

その他は、リサイクル預託金の処理も悩ましいが、直前期の答練で出題していたため対処できると良い。 

全体を通して、取引分類・課税仕入れ等の区分・軽減税率の適用の有無を的確に行う必要があった。 

問２ 

不動産業を営む法人の問題であった。 

問１と同様、読み取りにくい箇所はあるものの、比較的平易な問題であった。 

課税期間における課税売上高、中間納付消費税額については当期の月数に留意し、確実に点数を確保してほしい。 

なお、Ｅアパートの取得、資本的支出Ｇに係る取引について判断は難しかったかもしれないが、全体としては手

を付けたところで失点を少なくし基礎項目での点数確保が必要であった。 

  

 

問１ 

合格確実ラインは19点前後、ボーダーラインは15点前後、であると思われる。 

 

問２ 

合格確実ラインは21点前後、ボーダーラインは18点前後、であると思われる。 

 

〔第二問〕としては、 

合格確実ラインは40点前後、ボーダーラインは33点前後、であると思われる。 

 

 

●おわりに 

理論及び計算の解答バランスを考慮すると全体では、合格確実ラインは、79点前後、ボーダーラインは70点前後

になると思われます。 

 

 

 





夏のオンラインイベント(無料)に参加しよう！



①本試験後の

｢受験プランニング｣

②第73回税理士試験

｢解答解説会｣Ｗｅｂ配信

③講師インタビュー

｢本試験の所感と合格ライン｣

本試験の振り返りが
次のスタートに活きる！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri.html

8/14(月)

17:00より

公開予定！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/digital_kyouzai.html

■TACのサービスをご紹介

デ ジ タ ル 教 材

簿記･財表･法人･所得･相続･消費


